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Ⅲ  質 問 と 単 純 集 計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ　路上喫煙についておたずねします。

件 ％
全体 1,429 100
火傷を負わされた（負わされそうになった） 212 14.8
衣服やかばんなどを焦がされた（焦がされそうになった） 211 14.8
煙草の火の不始末による火災（ぼや）があった 58 4.1
煙やにおいで不快な思いをした 899 62.9
吸い殻の散乱が見苦しい 1,139 79.7

特に被害を受けた（受けそうになった）ことや不快な思いをしたこと
はない 68 4.8
その他 119 8.3
無回答 60 4.2

件

119

24

22

21

20

9

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

件 ％
全体 1,429 100
迷惑である 1,249 87.4
特に問題はない 168 11.8
無回答 12 0.8

全体

前を走るバイクや車からのたばこの灰や火が当たった

たばこの吸い殻（火のついたままのものを含め）のポイ捨て

たばこの火が子どもに当たりそうになったり，公園で吸い殻を食べそうにな
る。ベビーカーに灰が入った

歩きたばこの灰がかかった，火が危ない，焦げた等の被害

煙が迷惑

バス停等の灰皿があふれて危ない

見苦しい

落ちている吸い殻を拾ってまた吸っている人がいて，衛生上よくない

一定の場所で吸えばよい

空気が汚れる

マナーを守らない人が多い

Ⅲ　質問と単純集計

問１ 道路や公園など，屋外の公共の場所での喫煙（路上喫煙）により，被害を受け
た（受けそうになった）ことや不快な思いをしたことはありますか。(○はいくつで
も）

問２　路上喫煙の現状についてどのように思われますか。（○はいずれかに）

私はたばこを吸うので何も思わない

あまり気にしていないが，迷惑なことは慎むべきだ

世論が神経質すぎるのが問題だ

アンケートの問い方に問題がある

問１　その他の内容の内訳

特にない，無記入等
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件 ％
全体 1,249 100
路上喫煙は一切しないでほしい 630 50.4
せめて歩行者が多い道路ではやめてほしい 554 44.4
その他 64 5.1
無回答 1 0.1

件

64

20

14

10

9

5

1

1

1

1

1
無記入 1

件 ％
全体 168 100
喫煙者の自由であり，現状でかまわない 27 16.1
一部マナーの悪い喫煙者がいるが，おおむねマナーはよい 115 68.4
その他 20 11.9
無回答 6 3.6

件

20

5

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1無記入

たばこを吸う人に接触したことがあまりない

特に問題は起こっていない

車の窓から灰皿に入っている吸い殻を捨てる人を見かける

赤ちゃんの目に入ったらひどすぎる

喫煙者のマナー意識の向上を期待する

自分も吸っていたので強く言えない

全体

問２－２　喫煙者に対してどのように思われますか。（○は１つのみ）
【問２で「２　特に問題はない」と回答された方におたずねします。】

携帯灰皿を持ち歩いて，必ず使用してほしい

灰皿が減ったため，路上喫煙が増えるのは仕方ない

道徳的にみっともない

屋内では規制してもよいが屋外は自由である

全体

喫煙所や公園等決められた場所でなら喫煙してもよい

移動中の喫煙や歩きたばこはやめてほしい

吸い殻の処理をきちんとして，ポイ捨てはしないでほしい

人ごみや子どもが多い所では喫煙しないでマナーを守ってほしい

問２－２　その他の内容の内訳

喫煙者がマナーを守れば問題ない

喫煙場所を増やせば良い

携帯灰皿を持ち歩けば問題ない

一部の者のために全喫煙者が責められるのはおかしい

必ずゴミにならないように美化に注意する

歩行者の多い道ではやめてほしい

広告，テレビなどで啓発運動をするとマナーはよくなると思う

問２－１　その他の内容の内訳

【問２で「１　迷惑である」と回答された方におたずねします。】
問２－１　喫煙者に対してどのように思われますか。（○は１つのみ）
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Ⅱ　路上喫煙防止条例についておたずねします。

件 ％
全体 1,429 100
条例を制定すべきである 1,093 76.5
条例の制定は必要ない 311 21.8
無回答 25 1.7

件 ％
全体 1,093 100

小児や女性の火傷の事故を未然に防止するとともに，生活安全に対す
る市民意識の向上を図ることができる 676 61.8
喫煙者個々人のマナー意識の向上に期待するだけでは限界がある 790 72.3

喫煙を禁止する区域を設けるなど，条例で規制することで，より徹底
した取組が行える 659 60.3
その他 92 8.4
無回答 6 0.5

件

92

24

17

13

8

8

4

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

問３－１　その他の内容の内訳

たばこを吸い始める人をなくす事が第一

自販機の設置にも問題がある

喫煙者を野放しにして権利を守ってきたが，非喫煙者の権利も守ってほしい

名古屋市では条例が制定されておりクリーンであった

市職員が市役所内で喫煙しても外で吸い殻を捨てる

女性の喫煙も多いので弱者に置き換えるべき

過料徴収後の利用の仕方が問題

男性にも事故のおそれがある

他人への迷惑を考えるべき

青少年の喫煙も防止できる

バス停等ではたくさん吸い殻が落ちていて見苦しい

常識的には制定する以前の問題

携帯灰皿を持つ等，個人のマナーの問題で喫煙者に自覚させるべき

ポイ捨て等の禁止による街の美化のため

喫煙所を設置してほしい

条例の効果に疑問

全体

区域を広げることも含め全面的に禁止してほしい

観光都市として路上喫煙禁止を進めてほしい

受動喫煙や健康への被害のためにも禁止してほしい

問３　京都市において条例を制定することについてどのように思われますか。（○は
いずれかに）

【問３で「１　条例を制定すべきである」と回答された方におたずねします。】
問３－１　条例を制定すべき理由をお聴かせください。（○はいくつでも）
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件 ％
全体 1,093 100
過料徴収の罰則規定を設け，過料を徴収していくべきである 854 78.1
罰則は必要ない 130 11.9
その他 51 4.7
無回答 58 5.3

件

51

18

13

7

4

2

1

1

1

4

件 ％
全体 311 100

条例の制定よりも，喫煙者のマナー向上を目指す啓発活動等の強化が
重要である 234 75.2
路上喫煙対策に新たな経費をかけるべきではない 115 37.0
条例で個人の行動を規制すべきではない 105 33.8
その他 43 13.8
無回答 2 0.6

分からない，無記入
強い考えは持っていない

問３－２　その他の内容の内訳

全体

過料を科すべきである

取締り方や過料の徴収の仕方が難しい，又は無理だと思う

一人一人の意識を向上させ，注意し合える京都でありたい

どちらとも言い難い

過料を科すべきでない

過料とまではいかないにしても，何らかの罰則，規制は必要である

経過などを見ながら段階的に進めていくべき

問３－２　条例の違反者に罰則を科すことについてどのように思われますか。（○は
１つのみ）

【問３で「２　条例の制定は必要ない」と回答された方におたずねします。】

問３－３　条例の制定が必要でない理由をお聴かせください。（○はいくつでも）
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件

43

9

9

6

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

新たな経費をかける前に保育料滞納者，市営住宅の滞納者にきちんと対応す
るべき

条例の制定を前提とする設問自体非常識である
無記入

他に大切なことがもっとあるのでは

個人の自由を侵害しようとするアメリカからの圧力が感じられる

つまらないことに公金を使いすぎ

京都市職員のための福利厚生施設の件は無駄であり税金の横領である，市民
に説明すべき

自動販売機の設置をやめる

マナーの悪い人もいるが全てがマナーが悪い訳ではない

規制している都市の現状はどうなっているのか

段階を経て制定してもいい

個人のモラルの問題

喫煙所設置の必要性

条例制定により問題が発生する

条例制定は恥ずかしいことである

問３－３　その他の内容の内訳

全体

過料の必要性，税金等に疑問

取締りや過料の徴収の仕方に疑問
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件 ％
1,429 100
777 54.4

設問に関する記述 718 50.3
無関係な記述 59 4.1

652 45.6

854

件
424
147
120
48
38
39
17
7
5
3

件
227
130
46
40
9
2

件
112
85
19
8

件
84
39
31
4
6
3
1

全体

昔に比べると喫煙マナーは向上してきている

繁華街，観光名所又は市全域等禁煙区域を設ける
携帯灰皿を普及させ，義務化すべき

条例化に反対する意見

喫煙者による話し合いから解決策を考えるべき

全体

条例化するほどのことではない，条例化に反対
街をきれいに清掃し，ポイ捨てをさせないようにすべき

全体

自転車やバイク，車での喫煙，吸い殻の投げ捨てを取り締まるべき

設問に関する記述延べ件数

記述有り

無回答

問４　条例に対するご意見やご要望，その他路上喫煙の防止や喫煙マナーの向上を図
るための有効な取組などについて，ご意見やお考え等ありましたら，ご自由にお書き
ください。

※設問に関する記述は718件あったが，1人で複数の項目を記載している方がいるので，設問に関する
記述延べ件数は854件となっている。

※Ⅶ章（自由意見）に全自由意見を記す。

路上喫煙，ポイ捨てに批判的な意見
全体
条例化し，取締りを強化すべき
条例化し違反者には罰金や罰金以外の罰則を加えるべき
たばこの販売停止，自動販売機の撤去，値上げを行うべき

ポイ捨ての取締りや吸い殻の始末をきちんとすべき
路上喫煙はとても危険である
路上喫煙やポイ捨てがとても不快に感じる
喫煙者のマナーの向上や条例による取締りは難しいと思う
外国や他の自治体を見習うべき

喫煙者と非喫煙者の分離を求める意見

喫煙所や灰皿を設置して喫煙者にも配慮すべき

受動喫煙の問題から，分煙を徹底してほしい
灰皿をくすぶらないものにしてほしい

喫煙者に対して啓発や教育を求める意見

条例やマナーの向上，喫煙による周りの被害や健康の害についてＰＲすべき
子どもの頃から，たばこの害や禁煙等の教育を徹底すべき
禁煙を勧める啓発をすべき

全体
喫煙者個人のマナー，意識の向上に任せるべき

地域で注意し合うなど社会全体で路上喫煙をなくす環境づくりが重要
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件
7
1
1
1
1
1
1
1施設内禁煙により，路上喫煙が増加している

ポイ捨て減少によるガムの吐き捨て増加を防止すべき
マナーの悪い喫煙者が減るとよい

紙たばこを廃止し，葉たばこをキセルで吸うとよい
周りを不快にさせるので，たばこをやめた
たばこを吸う人を悪人のように扱う風潮は嫌い

路上喫煙に対しての感想など
全体
喫煙は社会をスッキリさせる
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